
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
十
八
号

関
係
原
子
力
事
業
者
に
よ
る
協
力
措
置
に
関
す
る
省
令

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第

十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
原
子
力
事
業
者
に
よ
る
協
力
措
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
協
力
措
置
に
係
る
資
機
材
）

第
二
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
放
射
線
障
害
防
護
用
器
具
そ
の
他
の
資
材
又
は
機
材
（
以
下
「
資
機
材
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
能
又
は
品

名
と
す
る
。

一
　
放
射
線
障
害
防
護
用
器
具
等

イ
　
汚
染
防
護
服

ロ
　
呼
吸
用
ボ
ン
ベ
（
交
換
用
の
も
の
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
機
器
と
一
体
と
な
っ
て
使
用
す
る
防
護
マ
ス
ク

ハ
　
フ
ィ
ル
タ
ー
付
き
防
護
マ
ス
ク

ニ
　
資
機
材
の
輸
送
等
の
た
め
に
使
用
可
能
な
車
両

二
　
計
測
器
等

イ
　
ガ
ン
マ
線
測
定
用
可
搬
式
測
定
器

ロ
　
熱
ル
ミ
ネ
セ
ン
ス
線
量
計
又
は
蛍
光
ガ
ラ
ス
線
量
計

（
１
）
　
素
子

（
２
）
　
リ
ー
ダ
ー

ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
可
搬
式
測
定
器

ニ
　
可
搬
式
ダ
ス
ト
測
定
関
連
機
器

（
１
）
　
サ
ン
プ
ラ

（
２
）
　
測
定
器

ホ
　
可
搬
式
の
放
射
性
ヨ
ウ
素
測
定
関
連
機
器

（
１
）
　
サ
ン
プ
ラ

（
２
）
　
測
定
器

ヘ
　
個
人
用
外
部
被
ば
く
線
量
測
定
器

（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
関
係
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
要
請
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
要
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
要
請
に
係
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
講
じ
、
及
び
講
じ
よ
う
と
す
る
法
に
基
づ
く
措
置
の
内
容

二
　
当
該
要
請
に
係
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
講
じ
、
及
び
講
じ
よ
う
と
す
る
法
に
基
づ
く
措
置
の
予
定
開
始
時
期
及
び
予
定
終
了
時
期

三
　
当
該
要
請
に
係
る
資
機
材
の
種
類
及
び
数
量

四
　
当
該
要
請
に
係
る
資
機
材
の
使
用
方
法

五
　
当
該
要
請
に
係
る
資
機
材
の
使
用
の
予
定
開
始
時
期
及
び
予
定
終
了
時
期

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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